
尾 鷲 産 材 活 用 促 進 補 助 金 交 付 要 領  

 

（ 通 則 ) 

第 １   尾 鷲 産 材 活 用 促 進 補 助 金（ 以 下「 補 助 金 」と い う 。）の 交 付 に

つ い て は 、尾 鷲 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 平 成 １ ４ 年 尾 鷲 市 規 則 第 ２ ０

号 ）及 び 水 産 農 林 課 関 係 補 助 金 交 付 要 綱（ 平 成 ３ ０ 年 尾 鷲 市 告 示 第

１ ３ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 領 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２  こ の 補 助 金 に お い て「 尾 鷲 産 材 」と は 、尾 鷲 市 内 の 木 材 製 材 業

者 か ら 出 荷 さ れ た 製 材 と す る 。  

（ 補 助 の 対 象 ）  

第 ３   市 長 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た す 住 宅 を 建 築 す る 場

合 に は 、 補 助 金 を 交 付 す る 。  

(１ ) 尾 鷲 市 内 に 建 築 す る 住 宅  

(２ )  ５ ０ ㎡ 以 上 の 住 宅 を 新 築 す る 場 合 又 は ５ ０ ㎡ 以 上 の 住 宅 を

増 築 す る 場 合  

(３ )  住 宅 の 用 途 が 専 用 住 宅 又 は 床 面 積 の １ ／ ２ 以 上 を 居 住 に 用

い る 併 用 住 宅  

(４ ) 構 造 材（ 土 台 、柱 、桁 、梁 、母 屋 、棟 木 、小 屋 束 、筋 交 い を

い う 。 ） に 尾 鷲 産 材 を 使 用 す る 住 宅  

(５ ) 在 来 工 法 （ 軸 組 工 法 ） 等 に よ り 建 築 さ れ る 住 宅  

(６ ) 市 民 税 等 に 未 納 が な い こ と  

第 ３ の ２  市 長 は 、次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た す 住 宅 改 修 を 行 う 場 合

に は 、 補 助 金 を 交 付 す る 。  

(１ ) 尾 鷲 市 内 の 住 宅（ す で に 居 住 し て い る 住 宅 又 は 、改 修 の 完 了

後 に 当 該 住 宅 へ 居 住 す る 住 宅 を い う 。併 用 住 宅 の 場 合 は 、居 住 の

用 に 供 す る 部 分 に 限 る 。）の 内 装 を 、尾 鷲 産 材 を 使 用 し て 改 修 す

る 場 合  

(２ ) 改 修 す る 内 装 の 面 積 の 合 計 が １ ０ ㎡ 以 上 の 場 合  

(３ ) 市 民 税 等 に 未 納 が な い こ と  

（ 補 助 金 の 交 付 の 申 請 ）  

第 ４   補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）

は 、補 助 金 交 付 申 請 書（ 第 １ 号 様 式 ）に 、次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 等

を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 建 築 等 基 準 適 合 申 請 書  

(２ ) 建 築 確 認 通 知 書 の 写 し 等  

(３ ) 市 内 木 材 製 材 業 者 の 出 荷 証 明 に 類 す る も の  

(４ ) 市 民 税 等 に 未 納 が な い こ と を 証 明 す る も の  

(５ ) 住 宅 の 図 面 又 は 住 宅 改 修 を 行 う 箇 所 の 写 真  



(６ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 等  

２  第 ３ の ２ に 定 め る 補 助 金 の 申 請 を 行 う 場 合 に は 、前 項 第 ２ 号 の 書

類 は 不 要 と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 等 ）  

第 ５   市 長 は 、第 ３ の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 の 可 否 を 決 定 す る も の と す る 。  

２   市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は 、速 や

か に そ の 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 を 記 載 し た 補 助 金 交 付

決 定 通 知 書（ 第 ２ 号 様 式 ）に よ り 、補 助 金 の 不 交 付 を 決 定 し た と き

は 、補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書（ 第 ３ 号 様 式 ）に よ り 当 該 申 請 者 に 通

知 す る も の と す る 。  

 (補 助 金 の 交 付 の 条 件 ) 

第 ６   市 長 は 、補 助 金 の 交 付 の 決 定 を す る 場 合 に お い て 、次 の 各 号 に

掲 げ る 事 項 に つ き 条 件 を 付 す る も の と す る 。  

(１ ) 補 助 金 を 補 助 事 業 以 外 の 用 途 に 使 用 し て は な ら な い こ と 。  

(２ ) 補 助 事 業 の 申 請 内 容 を 変 更（ 軽 微 な 変 更 は 除 く 。）し よ う と

す る と き 、又 は 補 助 事 業 を 中 止 し 、若 し く は 廃 止 し よ う と す る と

き は 、 市 長 の 承 認 を 受 け る べ き こ と 。  

(３ ) 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い と き 、又 は 補 助 事 業 の

遂 行 が 困 難 と な っ た と き は 、速 や か に 書 面 に よ り 市 長 に 報 告 し て

そ の 指 示 を 受 け る べ き こ と 。  

(４ ) 補 助 事 業 の 遂 行 状 況 に 関 し 市 長 の 要 求 が あ っ た と き は 、直 ち

に 書 面 に よ り 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い こ と 。  

(５ ) 精 算 の 結 果 、補 助 金 に 余 剰 の あ る と き は 、そ の 全 部 又 は 一 部

を 返 還 す る べ き こ と 。  

(６ )  補 助 金 の 決 定 の 内 容 そ の 他 法 令 等 又 は こ れ に 基 づ く 市 長 の

処 分 に 違 反 し た と き は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る こ と 。 

(７ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 条 件 。  

（ 申 請 の 取 り 下 げ ）  

第 ７   申 請 者 は 、第 ５ の ２ 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 を 受

け た 場 合 に お い て 、当 該 通 知 に 係 る 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 又 は

こ れ に 付 さ れ た 条 件 に 不 服 が あ る と き に は 、補 助 金 の 交 付 の 申 請 を

取 り 下 げ る こ と が で き る 。  

２   前 項 の 規 定 に よ り 申 請 の 取 り 下 げ を し よ う と す る 者 は 、第 ５ の ２

項 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 の あ っ た 日 か ら １ ０ 日 以 内

に 、補 助 金 交 付 申 請 取 下 届 出 書（ 第 ４ 号 様 式 ）を 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 申 請 事 項 の 変 更 ）  

第 ８   第 ５ の ２ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 を 受 け た 者（ 以



下「 補 助 対 象 者 」と い う 。）は 、申 請 内 容 を 変 更（ 軽 微 な 変 更 は 除

く 。）し よ う と す る と き 、又 は 補 助 事 業 を 中 止 し 、若 し く は 廃 止 し

よ う と す る と き は 、補 助 金 変 更 交 付 申 請 書（ 第 ５ 号 様 式 ）を 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。な お 、補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 の 提 出 時 に

お い て は 、必 要 に 応 じ 、第 ４ に 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

２   市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 を 受 理 し た と き

は 、そ の 内 容 を 審 査 し た う え 、必 要 に 応 じ て 所 要 の 条 件 又 は 理 由 を

付 し て 補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知 書（ 第 ６ 号 様 式 ）に よ り 当 該 申 請 者

に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ９   補 助 対 象 者 は 、補 助 事 業 が 完 了 し た 日 若 し く は 補 助 事 業 の 廃 止

の 確 認 が あ っ た 日 か ら １ 月 を 経 過 し た 日 又 は 当 該 補 助 事 業 の 完 了

の 日 の 属 す る 会 計 年 度 の 翌 会 計 年 度 の ４ 月 ３ 日 の い ず れ か 早 い 日

ま で に 、補 助 事 業 実 績 報 告 書（ 第 ７ 号 様 式 ）次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

等 を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 建 築 物 に 関 す る 検 査 済 証 の 写 し 等  

(２ ) 建 築 物 の 写 真 （ 建 前 完 了 時 ・ 完 成 後 ）  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ ０   市 長 は 、第 ９ の 規 定 に よ る 補 助 事 業 実 績 報 告 書 を 受 理 し た と

き は 、そ の 内 容 の 審 査 及 び 必 要 に 応 じ て 行 う 現 地 調 査 等 に よ り 、交

付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、補 助 金 交 付 額 確 定 通 知 書（ 第 ８ 号 様

式 ） に よ り 補 助 対 象 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 １ １  補 助 金 は 、第 １ ０ の 規 定 に よ り 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定

し た 後 に 交 付 す る も の と す る 。た だ し 、市 長 が 補 助 金 の 交 付 の 目 的

を 達 成 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、概 算 払 又 は 前 金 払 を す

る こ と が で き る 。  

２   補 助 対 象 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る

と き は 、補 助 金 交 付 請 求 書（ 第 ９ 号 様 式 ）を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 の 取 り 消 し ）  

第 １ ２   市 長 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、補 助 金 の 交

付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

(１ ) 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た と き 。  

(２ )  補 助 対 象 者 が 第 ６ の 規 定 に よ り 付 さ れ た 条 件 に 違 反 し た と

き 。  

(３ ) 補 助 対 象 者 が 第 ６ 及 び 第 ９ の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、補 助 事 業 者 が 補 助 金 の 交 付 の  



決 定 の 内 容 そ の 他 法 令 等 又 は こ れ に 基 づ く 市 長 の 処 分 に 違 反 し

た と き 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ３  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、補 助 金 の 交 付 に 必 要 な 事 項 は 、

市 長 が 別 に 定 め る 。  

    附  則  

  こ の 要 領 は 、 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ８ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  


